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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社の連結子会社株式会社ホウスイの連結子会社である株式会社せんにち(以下「せんにち」という。)において、同

社の従業員により、過去３年間にわたって、同社の仕入先からの請求書を偽造するなどの手法により、支払金を着服し

ていた事実が判明いたしました。

　かかる着服の事実を受けて、せんにちは、同社の顧問税理士事務所及び公認会計士に対し、着服に関する事実関係に

ついての調査を依頼したところ、本調査の過程において、平成25年４月の設立以降３年間にわたり、得意先との取引に

つき、会計処理の誤りと見られるものも含めて、売上が過大に計上されていたなどの報告を平成28年３月上旬に受けま

した。

　当社としては上記調査結果を受け、当社が平成27年２月13日に提出いたしました第68期第３四半期（自　平成26年10

月１日　至　平成26年12月31日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条

の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、監査法人和宏事務所により四半期レビューを受けており、その四半

期レビュー報告書を添付しております。

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 業績の状況

(2) 財政状態の分析

第４　経理の状況

２　監査証明について

１　四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

注記事項

(セグメント情報等)

 セグメント情報

(１株当たり情報)

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期

第３四半期連結
累計期間

第68期
第３四半期連結

累計期間
第67期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　12月31日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　12月31日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （百万円） 133,986 151,869 173,756

経常利益 （百万円） 1,056 1,080 950

四半期（当期）純利益 （百万円） 788 850 714

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,649 1,686 1,056

純資産額 （百万円） 22,482 23,063 21,703

総資産額 （百万円） 57,489 65,195 54,392

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 19.22 20.74 17.41

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 34.1 31.1 34.7

 

回次
第67期

第３四半期連結
会計期間

第68期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　10月１日
至平成25年
　12月31日

自平成26年
　10月１日
至平成26年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 8.62 12.41

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には消費税と地方消費税が含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社の企業集団における事業の内容について重要な変更や主要な関係会社に

おける異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(１)業績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内経済は、日銀による新たな量的・質的緩和政策により株高・円安が加

速したのに加えて原油価格が下落するなど、わが国を取り巻く環境の変化が続いており、景況感は先行き不透明

となっております。

当社グループが主力事業を展開する水産物卸売市場業界においては、円安の進行と世界的な水産物消費の増加

によって輸入魚を中心に魚価高となり取扱高は前年水準をやや上回りましたが、購買力の改善が進んでいないた

め消費環境には依然として懸念材料があり引き続き厳しい事業環境となっております。

このような状況のもと、当社グループの売上高は、水産物卸売事業の取扱数量増、魚価高、冷蔵倉庫事業にお

ける市川物流センターの新設及び市川流通センターの新規顧客との取引等により151,869百万円（前年同期比13.3

％増）、売上総利益は8,462百万円（前年同期比10.8％増）となり、経費増加はありましたが、営業利益は871百

万円（前年同期比16.1％増）となりました。なお、営業外損益につきましては、前期に比べ主に受取利息は減

少、支払利息は増加しましたが、経常利益は1,080百万円（前年同期比2.3％増）、四半期純利益は850百万円（前

年同期比7.9％増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

水産物卸売事業における売上高は、輸入品を中心とした単価高や新規顧客との取引等に加え、年末の集荷販売が

順調に行われた結果、147,511百万円（前年同期比13.3％増）となり、人件費や営業諸経費が増加したものの、営

業利益は360百万円（前年同期比9.2％増）となりました。

冷蔵倉庫事業における売上高は、市川物流センターの稼働により3,808百万円（前年同期比18.3％増）となり、

経費の節減等により営業利益は254百万円（前年同期比25.3％増）となりました。不動産賃貸事業におる売上高

は、賃貸物件の稼働が高水準で推移したことなどから281百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益は231百万円

（前年同期比12.5％増）となり、荷役事業における売上高は268百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は24百

万円（前年同期比116.0％増）となりました。

 

(２)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、商品等の減少はありましたが、受取手形及び売掛金の増加、投資

有価証券の評価増等により前期末に比べ10,803百万円増の65,195百万円となりました。負債合計につきましては、

支払手形及び買掛金等の増加により前期末に比べ9,443百万円増の42,132百万円となりました。純資産合計は、前

期末に比べ1,359百万円増加し23,063百万円となりました。これは主に、利益剰余金、その他有価証券評価差額金

の増加によるものです。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４)研究開発活動

　　該当事項なし。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 62,400,000

計 62,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 43,153,000 43,153,000
東京証券取引所

（市場第二部）

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

で、単元株式数は1,000株で

ある。

計 43,153,000 43,153,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
－ 43,153,000 － 2,995 － 1,337

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

    当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

  記載することができないことから、直前の基準日(平成26年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしており

  ます。

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

2,130,000
－

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式で、単

元株式数は1,000株で

ある。

完全議決権株式（その他）
普通株式

40,843,000
40,843 同上

単元未満株式
普通株式

180,000
－ 同上

発行済株式総数 43,153,000 － －

総株主の議決権 － 40,843 －

 

②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

中央魚類株式会社
東京都中央区築地

５－２－１
2,130,000 － 2,130,000 4.94

計 － 2,130,000 － 2,130,000 4.94

 

２【役員の状況】

　該当事項なし。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人和宏事務所による四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人和宏事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,632 6,520

受取手形及び売掛金 10,392 20,185

前渡金 87 333

商品 8,898 8,028

原材料及び貯蔵品 10 29

預け金 658 559

短期貸付金 1,300 2,100

繰延税金資産 194 194

その他 656 508

貸倒引当金 △855 △977

流動資産合計 26,975 37,484

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,079 10,571

機械装置及び運搬具（純額） 1,257 1,157

土地 4,180 4,175

リース資産（純額） 427 390

その他（純額） 231 208

有形固定資産合計 17,176 16,503

無形固定資産   

のれん 606 567

借地権 2,101 2,101

その他 311 308

無形固定資産合計 3,019 2,977

投資その他の資産   

投資有価証券 5,822 7,021

長期貸付金 484 339

差入保証金 288 288

繰延税金資産 189 158

退職給付に係る資産 494 505

その他 282 316

貸倒引当金 △342 △400

投資その他の資産合計 7,220 8,229

固定資産合計 27,416 27,710

資産合計 54,392 65,195
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,271 16,594

短期借入金 12,481 12,105

1年内返済予定の長期借入金 333 728

未払法人税等 231 153

未払消費税等 － 475

賞与引当金 197 59

役員賞与引当金 25 －

その他 1,519 1,913

流動負債合計 23,060 32,030

固定負債   

長期借入金 5,693 5,890

繰延税金負債 719 1,074

退職給付に係る負債 1,815 1,753

役員退職慰労引当金 37 41

本社移転損失引当金 288 288

長期未払金 281 267

その他 792 786

固定負債合計 9,628 10,102

負債合計 32,688 42,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,995 2,995

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 13,864 14,468

自己株式 △402 △403

株主資本合計 17,798 18,402

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,260 2,084

退職給付に係る調整累計額 △192 △230

その他の包括利益累計額合計 1,068 1,854

少数株主持分 2,836 2,806

純資産合計 21,703 23,063

負債純資産合計 54,392 65,195
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 133,986 151,869

売上原価 126,347 143,406

売上総利益 7,639 8,462

販売費及び一般管理費 6,888 7,591

営業利益 750 871

営業外収益   

受取利息 76 20

受取配当金 102 125

持分法による投資利益 41 37

その他 188 147

営業外収益合計 407 330

営業外費用   

支払利息 98 113

その他 3 8

営業外費用合計 102 121

経常利益 1,056 1,080

特別利益   

受取賠償金 29 95

関係会社株式売却益 63 －

建替え損失引当金戻入額 6 －

投資有価証券売却益 10 －

受取保険金 15 1

その他 － 0

特別利益合計 124 97

特別損失   

割増退職金 － 1

事務所移転費用 1 －

損害賠償金 － 6

特別損失合計 1 8

税金等調整前四半期純利益 1,179 1,169

法人税等 257 281

少数株主損益調整前四半期純利益 922 887

少数株主利益 133 37

四半期純利益 788 850
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 922 887

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 727 835

退職給付に係る調整額 － △37

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 727 798

四半期包括利益 1,649 1,686

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,501 1,636

少数株主に係る四半期包括利益 148 49
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決

定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間

ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であり

ます。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累

計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

る。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

減価償却費 576百万円 896百万円

のれんの償却額 32 39

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

　平成25年6月27日

　定時株主総会
　普通株式 225 5.5 平成25年3月31日 平成25年6月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

　平成26年6月27日

　定時株主総会
　普通株式 246 6.0 平成26年3月31日 平成26年6月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額(注)2 
水産物

卸売事業

冷蔵倉

庫事業

不動産

賃貸事業
荷役事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 130,250 3,219 251 264 133,986 － 133,986

セグメント間の内部の売

上高又は振替高
－ 76 136 292 505 △505 －

計 130,250 3,296 388 556 134,491 △505 133,986

セグメント利益 330 202 205 11 750 0 750

（注）１．セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去の金額である。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 (のれんの金額の重要な変動)

　「水産物卸売事業」において、株式会社千日総本社から事業を譲り受けたことにより、のれんが発生して

いる。当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間において777百万円である。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額

(注)1

四半期連結

損益計算書

計上額(注)2 
水産物

卸売事業

冷蔵倉

庫事業

不動産

賃貸事業
荷役事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 147,511 3,808 281 268 151,869 － 151,869

セグメント間の内部の売

上高又は振替高
－ 79 136 286 502 △502 －

計 147,511 3,888 417 554 152,371 △502 151,869

セグメント利益 360 254 231 24 870 0 871

（注）１．セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去の金額である。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 19円22銭 20円74銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 788 850

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 788 850

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,024 41,022

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項なし。

 

２【その他】

　　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年４月14日

中央魚類株式会社

取締役会　御中

 

監査法人     和宏事務所
 

 
代表　社員
業務執行社員

 公認会計士 塩崎　省三　　印

 

 
代表　社員　
業務執行社員

 公認会計士 入沢　頼二　　印

 

 
代表　社員　
業務執行社員

 公認会計士 南　　幸治　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中央魚類株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る訂正後の四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央魚類株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成27年２月10日に監査報告書を提出した。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
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　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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